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広域協議会 構成員（各会則より） ⽣息状況のモニタリング調査実施状況 ⽣息状況のモニタリング
調査実施回数・時期

東北カワウ
広域協議会

・⾃治体︓⻘森県、岩⼿県、秋⽥県、
宮城県、⼭形県、福島県の関係⾏政機
関（野⽣⿃獣、⽔産、河川に関係する
機関、部局等）
・国︓環境省東北地⽅環境事務所、⽔
産庁、国⼟交通省東北地⽅整備局
・その他︓関係団体（漁業、野⿃保護
に関係する団体等）

モニタリング体制が整いつつあり、各県において
⽣息状況調査や情報収集が⾏われ、ねぐら・コロ
ニー位置や営巣数、個体数等の把握が⾏われてき
ている。ただし、東北地⽅におけるカワウ個体群
の全体像に関する基礎情報はまだ不⼗分の状況で
あることから、東北エリアにおいて⼀⻫モニタリ
ングを実施できるようにする等の体制整備を進め
ていく。推定個体数としては⻑期的にはどの季節
も増加傾向がみられる。

年3回（春期4-5⽉、夏期7⽉、
冬期11-12⽉）実施。

関東カワウ
広域協議会

・⾃治体︓福島県、茨城県、栃⽊県、
群⾺県、埼⽟県、東京都、千葉県、神
奈川県、新潟県、⼭梨県、静岡県の⿃
獣・⽔産・河川の各担当部局
・国︓環境省（地⽅⽀分部局を含
む）、⽔産庁、 国⼟交通省（地⽅⽀分
部局を含む）

個体数はほぼ全都県で調査が⾏われているが、⼀
部で隔年での調査になっている。2019年から
2020年にかけて個体数が減少したが、その後は増
加傾向が続いている。
営巣数の調査が全都県で実施されるようになっ
た。営巣数は年変動があるが、明確な増減はな
い。

年3回（春期3⽉、夏期7⽉、冬
期12⽉）を基本とし、前後1か
⽉以内に実施。

中部近畿カワウ
広域協議会

・⾃治体︓富⼭県、⽯川県、福井県、
⻑野県、岐⾩県、静岡県（富⼠川以
⻄）、愛知県、三重県、滋賀県、京都
府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭
県、徳島県

（事務局︓環境省）

個体数はほぼ全府県で調査が⾏われているが、⼀
部で隔年での調査になっているほか、年3回の調査
ができない府県がある。個体数調整が複数県で進
められており、個体数は減少が続いていたが、近
年緩やかな増加がみられる。
営巣数の調査が全都県で実施されるようになっ
た。近年は営巣数の増加がみられている。

年3回（春期3⽉、夏期7⽉、冬
期12⽉）を基本とし、前後1か
⽉以内に実施。
※ただし、個体数の季節変動の
タイミングと過去の調査との継
続性の観点から、滋賀県のみ、
春期は5⽉、夏期は9⽉に実
施。

中国四国カワウ
広域協議会

・⾃治体︓⿃取県、島根県、岡⼭県、
広島県、⼭⼝県、徳島県、⾹川県、愛
媛県、⾼知県
・国︓環境省（中国四国地⽅環境事務
所）、農林⽔産省（⽔産庁増殖推進
部、中国四国農政局、近畿中国森林管
理局、四国森林管理局）

モニタリング体制が整いつつあり、冬期は全県で
調査が実施されているが、春期と夏期は調査が実
施できていない県がある。年３回の調査ができて
いる県では冬期の個体数が、春期と夏期の個体数
よりも多い傾向がある。近年、冬期の個体数の増
加がみられていたが、2020年以降は緩やかな減少
傾向を⽰している。

年3回（春期3-6⽉、夏期7-10
⽉、冬期11-2⽉）実施。

九州カワウ広域協
議会
※R6.5.29設置

・⾃治体︓福岡県、佐賀県、⻑崎県、
熊本県、⼤分県、宮崎県、⿅児島県
・国︓⽔産庁、環境省（九州地⽅環境
事務所）

九州地区における捕獲数（主に有害捕獲）が増加
していることから、カワウの⽣息数は増加してい
る可能性がある。カワウの⽣息状況の調査を実施
している県は増えてきているがまだ少なく、実施
している県でも⼀部のねぐらのみ調査していると
ころもある。沖縄県でも調査が⾏われるように
なった。

今後、調整。
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広域協議会 2023年度の協議会の
開催状況

2024年度の協議会の
開催予定

連携対策

東北カワウ
広域協議会

2023年11⽉にオンライン併⽤対⾯にて開
催。
東北６県のカワウの⽣息状況や捕獲状況等に
ついて情報共有を⾏い、関係機関からのカワ
ウに関する情報提供が⾏われた他、。ドロー
ンを⽤いたカワウ対策等についても有識者か
ら情報提供を頂いた。また、東北地⽅カワウ
広域保護管理指針の現指針が今年度までとな
ることから、次期指針策定の⽅向性について
協議・合意を⾏った。

10⽉にオンライン併⽤対⾯協議会を開
催予定
内容は以下を予定
・各県の⽣息状況・被害状況等について
の情報共有
・関係機関からの情報提供
・有識者等からの情報提供
・東北カワウ広域保護管理指針改訂案の
協議

関東カワウ
広域協議会

2019年以降、パンデミックの影響を受け書
⾯開催としていたが、2023年度は初の試み
として、当年度の事務局である千葉県で対⾯
開催し、⾏徳⿃獣保護区（⾏徳湿地）でカワ
ウ対策（ゾーニングの事例⾒学やドライアイ
スによる繁殖抑制）の実地研修も⾏った。研
修会では、講演会や情報交換のほか、他地域
の広域協議会の状況も踏まえ、個々の構成員
が認めた者のオブザーバー出席が可能となる
ように会則を改定した。また、協議会として
の⽬標設定の必要性について意⾒が出され
た。

東京都内で１⽉中に１泊２⽇で開催予
定。隣県同⼠の連携や⽬標設定をテーマ
にしたワークショップをメインで⾏うプ
ログラムを検討中。

毎年春(4⽉下旬の10⽇間、⼀
部の県は5⽉)に⼀⻫追い払い
が実施されている。

中部近畿カワウ
広域協議会

2024年2⽉に協議会構成機関及び内⽔⾯漁
連・⾃然保護団体のオブザーバー参加を得て
⼤阪市内で開催（オンライン併⽤）した。
専⾨家による講演、カワウの⽣息状況のモニ
タリングについて情報共有されたほか、構成
機関の取組状況の共有、構成機関間の相互質
問が⾏われた。

・来年2⽉開催予定
・広域協議会にオブザーバーとして内⽔
⾯漁連等を参加予定
・R６は中部REOが事務局。

中国四国カワウ
広域協議会

令和６年２⽉にオンラインで開催。各県にお
ける⽣息状況や対策実施状況に係る情報共有
だけでなく、⽔産庁より対策⼿法に関する情
報提供などが⾏われた。
近畿地⽅環境事務所がオブザーバー参加し、
カワウの季節移動や分布拡散を踏まえたより
広域での連携を推進。

12〜２⽉頃に開催予定。
内容は構成員からの情報共有のほか、広
域管理指針の更新に係る協議を予定。

広域協議会の下に中海部会を
設置しており、中海における
対策について検討し、中国四
国地⽅環境事務所を中⼼とす
る関係機関の協働によりコロ
ニーにおける冬期の繁殖抑制
作業等を実施している。

九州カワウ広域協
議会
※R6.5.29設置

広域協議会は設置されていないが、勉強会が
不定期に開かれているほか、情報収集のため
のフォーマットの共有がされた経緯がある。
2022年度は会議等は開催されていない。

令和６年５⽉29⽇に九州地区カワウ保
護・管理等連絡会議を開催し、九州カワ
ウ広域協議会を設⽴。

当⾯、⾃治体（７県）と⽔産
庁、九州地⽅環境事務所を構
成員として、情報共有の場と
なる協議会を開催する。ま
た、具体的な連携や対策等の
検討は、令和７年度以降に実
施。






